
意見交換における論点 

 

支援計画における重点項目 

 

１ 犯罪被害者等の相談支援体制の整備 

２ 市町村における支援体制の充実に向けた取組の促進（条例の制定等への支援） 

３ 犯罪被害者等の経済的負担の軽減（見舞金等の創設及び運用） 

４ カウンセリング等の充実 

５ 犯罪被害者等支援に関する県民の理解の増進 

 

論点１ 相談支援体制の整備・周知について 

【令和４年度の取組】 

○ 総合的対応窓口の運用 

※平成 18年に設置、平成 28年度以降は相談件数０件 

○ 犯罪被害者支援ハンドブックの改定 

※平成 26年度以降、７年ぶりの改定を行う（９月） 

○ 条例リーフレットの作成 

※県民向けと事業者向けの２種類を作成（９月） 添付参照 

○ 県民向けの被害者遺族講演会を開催 

※10月に会津方部と浜通り方部の２箇所で開催 添付参照 

 

論点２ 市町村への取組の普及について 

【令和４年度の取組】 

○ 市町村担当者説明会の開催 

※県内７方部で市町村担当者説明会を開催（５月末から６月初旬） 

 令和４年４月施行の白河市、三春町、西郷村に加え、 

 ６月に広野町において条例及び見舞金等制度が整備された。 

○ 犯罪被害者支援ハンドブックの改定 

※平成 26年度以降、７年ぶりの改定を行う（９月） 

○ 市町村担当者への研修会を実施 

※市町村総合的対応窓口での対応を中心とした研修会の開催（11月） 
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